
ＰＴＡ会員の皆さまへ 

        みんなで創ろう笑顔あふれる新時代        

 

 

 

 

 

 

 

2学期も残り１ヶ月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

保護者の皆様や地域の皆様には、日頃より千新パトロール等、子どもたちの安全対策に 

ご協力いただきありがとうございます。 

 

 

 

  

登下校中、友達同士での使用が見られたとの報告がありました。 

とても危険な行為ですので、今一度お子さまと約束事を確認していただければと 

思います。 

 

 

 

 

持参するには、手続きが必要です。 

「吹田市立学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」を必ずご一読の上、 

『同意確認書』を担任の先生に提出してください。 

（『同意確認書』が必要な方は担任の先生にお申し出ください） 

   

   

※同意確認書を学校へ提出していただかなければ、持参することができません。 

    

※同意確認書は毎年更新が必要です（有効期間は年度末迄です）。 

 

 

携帯電話を持たせる場合は・ ・ ・ 

子どもたちの ipad・携帯電話の使用ルールについて 

  
2023年 11月 吉日 

吹田市立千里新田小学校 
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地区生通信 ＮＯ．２ 
 



 

 

 

    

   ●ヴィルヌーブ緑地公園ノースヒルと UR千里春日台団地の間にある駐車場を通って、 

近道をしている児童がいた。 

   ●春日台ハイツ前、車道を歩いている児童が数名いた。 

   ●タブレットを見ながら下校している児童がいた。 

 

   といった、重大事故になりかねない報告が寄せられています。 

 

   子どもたち ひとりひとりが安全に登下校できるよう、命を守るために、  

   大切なことをご家庭で話し合っていただければと思います。 

 

 

 

 

重大事故の場合 

警察や救急車への通報 

 

 

学校へ報告 

通報するほどではない場合 

                           双方の連絡先を確認 

（後から怪我が発覚することもあるため） 

 

 

学校へ報告 

 

子どもたちが事故に遭遇した場合、子どもたち自身が相手の連絡先を聞くことは 

難しいです。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

事 故 を目 撃 した時 の対 応 について 

千 新 パ ト ロ ー ル か ら の 報 告 


